
建設業における墜落・転落災害等の防止
・墜落防止用保護具について、原則としてフル

ハーネス型とし、墜落時の落下距離に応じた

適切な保護具の使用の徹底

・解体工事における安全対策について検討

・2020年東京オリンピック･パラリンピック競技

大会 の施設工事について、長時間労働の縮減

も含めて労働災害防止対策の徹底

・自然災害に被災した地域の復旧・復興工事に

おいて労働災害防止対策の徹底

・建設工事従事者の安全及び健康の確保に関す

る基本的な計画に基づく取組施策の着実かつ計画的な実施

製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
・危険性の高い機械等について、製造時のリスクアセスメントを確実に実施するための

方策の検討。残留リスク等の情報を使用者に確実に提供する方策を検討

・信頼性の高い自動制御装置によって機械等を監視・制御する場合などに、柵などの設

置等の危険防止措置、点検・監視や有資格者の配置などの特例を検討

・経済産業省及び中央労働災害防止協会と連携した、製造業安全対策官民協議会の検討

結果の周知による事業場の自主的な安全確保の促進

・高経年施設・設備に対する点検・整備等の基準を検討

・安全投資を促進するインセンティブを高めるための方策について検討

・災害が多発している食料品製造業については、関係省庁と連携しつつ、職長に対する

教育の実施等を推進

・建設業での職長の再教育を、製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討

【フルハーネス型安全帯】

林業における伐木等作業の安全対策
・｢伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会｣の議論の結果を踏まえ、安全

対策の充実強化を図るとともに、その周知徹底について林野庁や関係団体等と連携

・林野庁と連携し、林業普及指導員等による伐木等作業現場での労働災害の防止対策に

ついて指導の充実

・休業６か月以上の災害の分析を実施。重篤な災害に対する原因究明及び同種災害の防

止対策の検討

・経過措置により最新基準の適用が猶予された機械等の更新を促進するための支援措置

等について検討

（３）最新基準が適用されていない既存の機械等の更新促進

（１）業種別・災害種別の重点対策の実施
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正しく使おうフルハーネス
(建設業労働災害防止協会)

１ 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進

（２）重篤な災害の防止対策

企業における健康確保措置の推進
・法定の健康診断やその結果を踏まえた就業上の措置のみならず、労働者の健康管理に

関して、経営トップの取組方針の設定・表明等、企業の積極的な取組を推進。また、

労働者は、自らも健康の保持増進に努める

産業医・産業保健機能の強化
・医師による面接指導や産業医・産業保健スタッフによる

健康相談等が確実に実施されるようにし、労働者の健康

管理を推進

・産業医等が医学専門的な立場から労働者の健康確保のため

により一層効果的な活動を行いやすい環境を整備

・産業医の質・量の確保、地域偏在等の問題の改善、産業医の選任義務がない小規模事

業場における産業保健機能強化のための支援、産業医や看護職等の産業保健スタッフ

から構成されるチームによる産業保健活動の推進、産業医科大学による産業保健分野

の人材育成の推進のために必要な方策について検討し、対策を講じる

・衛生委員会等の活動の活性化を図るため、産業医に衛生委員会等の参加を促すなどの

取組を進め、必要に応じ、衛生委員会等の審議事項等の見直しを検討

・時間外労働の上限規制による過重労働の防止、長時間労働者に対する健康確保措置と

して、医師による面接指導の対象者の見直しや労働時間の客観的な把握等の労働者の

健康確保を強化

（２）過重労働による健康障害防止対策の推進
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２ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

（１）労働者の健康確保対策の強化

○ 「衛生委員会」における調査審議
○ 「心の健康づくり計画」の策定
○ 「メンタルヘルス推進担当者」の選任
○ 教育研修の実施
○ ストレスチェックの実施
○ 職場環境の把握と改善 等

労働者の心の健康の保持増進のための指針
労働安全衛生法に基づき厚生労働大臣が公表した指針（平成18年・平成27年改正）

４つのケアの推進
・セルフケア
・ラインによるケア
・産業保健スタッフによるケア
・外部機関によるケア

職場におけるメンタルヘルス対策の原則的な実施方法を定めるもの

メンタルヘルス対策の具体的取組



２ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

メンタルヘルス不調の予防
・ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善について、好事例の収集・

情報提供等の支援を行い、その取組を推進することで、事業場における総合的なメン

タルヘルス対策の取組を推進

・産業保健総合支援センターによる支援等による小規模事業場におけるストレスチェッ

ク制度の普及を含めたメンタルヘルス対策の取組の推進

・労働者の心の健康の保持増進のための指針に基づく取組の推進。特に、事業場外資源

を含めた相談窓口の設置を推進することにより、労働者が安心してメンタルヘルス等

の相談を受けられる環境を整備

（３）職場におけるメンタルヘルス対策等の推進

・雇用形態の違いにかかわらず、安全衛生教育や健康診断、安全衛生委員会への参画等

についての適正な実施の促進

（４）雇用形態の違いにかかわらない安全衛生の推進

・独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所の過労死等調査研究センター

における過労死等の労災保険給付請求事案に係るデータの収集等を継続するとともに、

引き続き疫学的な研究等を通じて過重労働と過労死等の相関等に関する客観的なデータ

の把握と分析を行い、その結果を踏まえ対策を検討

・副業・兼業を行う労働者の健康確保のため、事業者が法令を踏まえた健康診断等の措置

が必要な場合は適切に実施するよう周知

・テレワークについては、労働者の健康確保措置のために必要な労働時間管理を適切に

行うとともに、事業者が法令を踏まえた安全衛生教育、健康診断等を適切に実施するよ

う周知

（５）副業・兼業、テレワークへの対応

（６）過労死等の実態解明と防止対策に関する研究の実施

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所は、厚生労働省所管の独立行政法

人として、事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、

診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行っている研究所

で、東京都の清瀬市にある本部のほか、神奈川県の川崎市に拠点を持っています。

詳しくは19ページのURLをご覧ください。
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パワーハラスメント対策の推進
・有識者と労使関係者からなる検討会の結果を踏まえ、パワーハラスメント対策を推進

転倒災害の防止
・４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）、｢危険の見える

化｣、作業内容に適した防滑靴の着用等の取組の促

進等

・転倒災害を防止するための体操の周知・普及

腰痛の予防
・安全衛生教育の確実な実施の推進と介護機器の導入

促進

・荷の積卸し等の定型的な重筋業務を行う場合に身体

への負担を軽減する機械等の普及方策の検討

第三次産業対策

・企業単位での安全衛生管理の在り方について

総合的な検討

・経営トップに対する意識啓発や「危険の見え

る化」、リスクアセスメンとによる設備改善、

KY活動等による危険感受性の向上のための働

きかけに取り組む

・社会福祉施設における介護機器等の導入促進

・小売業・飲食店における

雇入れ時の安全衛生教育

の徹底 等

つまずいて、鉄板に
手をつき両手を火傷！

陸上貨物運送事業対策

・保護帽の着用等基本的な安全対策の徹底。

荷役作業に従事する労働者に対する安全

衛生教育の在り方について検討

・国土交通省と連携し、荷主事業者に対し、

長時間の荷待ち時間の削減や荷役施設・

設備の改善等について支援を要請

・インターネット通販の普及で荷の取扱件

数が増加傾向にあることを踏まえ、荷役

作業の実態に即した対策の検討
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社会福祉施設における安全衛生対策～腰痛対策・KY活動

社会福祉施設における安全衛生対策～腰痛対策・KY活動

３ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

（１）災害の件数が増加傾向にある
又は減少がみられない業種等への対応

介護機器を使って
腰痛予防


